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大橋児童館のクリスマス会。 ゲームに音楽に
読み聞かせと楽しんだあとは、サンタさんが登場！
一足早くクリスマスを満喫した子どもたちでした。

子育て
SuKuSuKu SuKuSuKu

● 児童・家庭総合相談窓口 子育て・虐待・家庭の問題など 
　（☎ 271・1111）

● 女性・DV相談直通ダイヤル（☎ 298・7716）

● 鶴ヶ島子育てセンター［鶴ヶ島保育所内］（☎ 286・7201） 子育て 

● 川越児童相談所（☎ 223・4152） 子育て・児童虐待 

● 児童相談所全国共通3桁ダイヤル（☎ 189）24時間
365日   児童虐待

● 保健センター（☎271・2745） 妊娠・出産・子どもの発達など 
　親子相談…1月30日（月）13時～・14時～　※　要予約

困ったときは・・・

子育て情報BOX

対　1歳～3歳のお子さんの保護者
日　1月26日（木）10時15分～11時45分
場　女性センター
内　イヤイヤ期ってなぁに？

「イヤイヤ」という子とのつきあい方について
定　8人（申込順）　料　無料　持　筆記具
他　1歳～3歳の保育あり（要申込）　
申 問　1月10日（火）9時から鶴ヶ島子育てセンター

（鶴ヶ島保育所内）へ☎286・7201

対　0歳～3歳のお子さんの保護者
日　2月13日（月）10時～11時30分
場　富士見市民センター
講　上

か み き は ら

木原瞳
ひとみ

さん（NPO法人赤ちゃんの眠り研究所
認定乳幼児睡眠アドバイザー）
内　夜泣き、寝ぐずりの改善方法についての話
定　10人（申込順）　料　無料
他　1歳～3歳の保育あり（要申込）
※　1歳未満は同室可
申 問　1月10日（火）9時から鶴ヶ島子育てセンター

（鶴ヶ島保育所内）へ☎286・7201

イヤイヤ期 ～子どもの心の成長に合わせた対応法～

どうしたらいいの？夜泣き、寝かしつけ

これからお母さん・お父さんになる人を対象とした
教室です。ご夫婦での参加も大歓迎です。
対　妊婦とその家族
日　2月10日（金）13時～15時15分（受付12時45分～）
場　保健センター
内　妊娠中・出産後の赤ちゃんとの生活について、
妊娠中の食生活と歯の健康、赤ちゃんの沐浴
定　8組　料　無料
持　母子健康手帳、筆記具、飲み物
申 問　保健センターへ☎271・2745

ゆりかご教室

パパの参加
パパの参加大歓迎♪大歓迎♪

ひとりずつ
ひとりずつ沐浴指導沐浴指導
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家屋の新築や取壊しがあったときは手続きを

問合先　税務課資産税担当

　
固
定
資
産
税
や
都
市
計
画
税

は
、毎
年
１
月
１
日
現
在
の
土
地・

家
屋
な
ど
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ

ま
す
。

　
家
屋
を
新
築（
増
築
）し
た
と
き

や
、
取
り
壊
し
た
と
き
は
次
の
と

お
り
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

①
家
屋
を
新
築（
増
築
）し
た
と
き

　
家
屋
を
新
築（
増
築
）し
た
場

合
、
不
動
産
登
記
法
に
よ
り
、
法

務
局
で
「
建
物
表
題
登
記
」
を
申

請
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。家
屋
を
新
築（
増
築
）し
、

「
建
物
表
題
登
記
」
を
申
請
し
て

い
な
い
と
き
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

※
　
後
日
、
固
定
資
産
税
算
出
の

た
め
の
家
屋
調
査
を
行
い
ま
す

②
家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き

　
家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き
は
、

次
の
手
続
き（
届
出
）が
必
要
で

す
。

・
登
記
家
屋
の
場
合

さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
坂
戸
出
張

所
で
「
滅
失
登
記
」
を
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

・
未
登
記
家
屋
の
場
合

市
役
所
に
「
家
屋
取
壊
届
」
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
　
取
り
壊
し
た
家
屋
の
固
定
資

産
税
は
、
取

り
壊
し
た
年

の
翌
年
か
ら

課
税
さ
れ
ま

せ
ん

教育委員会委員の任命について

問合先　人事課人事担当

　
教
育
委
員
会
委
員
の
萩は
ぎ
わ
ら原
秀ひ
で
お雄

さ
ん
が
任
期
満
了
と
な
り
、
後

任
と
し
て
12
月
10
日
付
け
で
齋さ
い
と
う

薫か
お
るさ
ん
が
任
命
さ
れ
ま
し
た
。

※
　
教
育
委
員
会
は
、
教
育
長
お

よ
び
委
員
４
人
で
組
織
し
、
教
育

行
政
の
基
本
方
針
や
重
要
事
項
を

審
議
・
決
定
し
て
い
ま
す

　
公
金
受
取
口
座
と
は
、
国
や
市

か
ら
の
給
付
金
な
ど
を
受
け
取
る

た
め
、
１
人
に
つ
き
１
口
座
、
任

意
で
国（
デ
ジ
タ
ル
庁
）に
登
録
で

き
る
預
貯
金
口
座
で
す
。

　
公
金
受
取
口
座
を
登
録
す
る
こ

と
で
、
年
金
、
児
童
手
当
な
ど
、

今
後
の
給
付
金
な
ど
の
申
請
を
す

る
と
き
に
、
口
座
情
報
の
記
入
や

通
帳
の
写
し
な
ど
の
提
出
が
不
要

に
な
り
ま
す
。

・
公
金
受
取
口
座
の
登
録
方
法
は

デ
ジ
タ
ル
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　
給
付
金
な
ど
の
申
請
方
法
は
そ

れ
ぞ
れ
の
担
当
課
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

デジタル庁
HPはこちら

子育て世帯物価高騰対策支援臨時給付金

問合先　こども支援課子育て支援担当

　
食
費
な
ど
の
物
価
高
騰
に
直
面

す
る
子
育
て
世
帯
に
対
し
、
生
活

の
支
援
を
行
う
た
め
、
市
独
自
の

子
育
て
世
帯
物
価
高
騰
対
策
支
援

臨
時
給
付
金
を
再
度
支
給
し
ま

す
。

給
付
内
容

　
対
象
児
童
１
人
に
つ
き
１
万
円

対
象

　
①
令
和
４
年
10
月
31
日
現
在
に

お
い
て
原
則
と
し
て
鶴
ヶ
島
市
内

に
住
民
登
録
さ
れ
た
18
歳
以
下
の

児
童（
平
成
16
年
４
月
２
日
以
降

に
生
ま
れ
た
児
童
）を
養
育
し
て

い
る
方

　
②
令
和
４
年
11
月
１
日
か
ら
令

和
５
年
３
月
31
日
ま
で
に
出
生
し

た
児
童（
出
生
の
日
以
後
初
め
て
さ

れ
る
住
民
登
録
地
が
鶴
ヶ
島
市
と

な
る
児
童
）を
養
育
し
て
い
る
方

給
付
金
の
受
取
方
法

　
児
童
手
当
な
ど
を
受
給
し
て
い

る
方
は
、
申
請
不
要
で
す
。
申
請

が
必
要
な
方
に
つ
い
て
は
、
対
象

児
童
宛
に
市
か
ら
申
請
書
を
郵
送

し
ま
す
の
で
、ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
低
所
得
の
子
育
て
世
帯

に
対
す
る
子
育
て
世
帯
生
活
支
援

特
別
給
付
金
の
申
請
期
限
は
２
月

28
日
㈮
で
す
。

子育て世帯物価
高騰対策支援臨
時給付金の
詳細はこちら

子育て世帯生活
支援特別給付金
の詳細はこちら

公金受取口座の登録ができます

問合先　各給付金の担当課




